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例 え ば 車 両 用 の パ ル ス レ ー ダ 法 に お い て 、
タ イ ム フ レ ー ム （ ２ ０ ） の 所 定 の タ イ ム ス ロ ッ ト （ ２ １ ） 中 に レ ー ダ セ ン サ （ １ ） に よ っ
て 、 少 な く と も １ つ の レ ー ダ パ ル ス を 送 出 し て １ つ ま た は 複 数 の エ コ ー 信 号 を 受 信 す る ス
テ ッ プ と 、
前 記 の タ イ ム フ レ ー ム （ ２ ０ ） の 残 り の タ イ ム ス ロ ッ ト （ ２ ２ ， ２ ３ ， ２ ４ ） 中 に レ ー ダ
セ ン サ （ １ ） に よ り 、 妨 害 信 号 が 発 生 し て い る か 否 か を 監 視 す る ス テ ッ プ と 、
タ イ ム ス ロ ッ ト （ ２ １ ， … ， ２ ４ ） 毎 に 発 生 す る 妨 害 信 号 に 基 づ い て 、 前 記 レ ー ダ セ ン サ
（ １ ） が そ の 送 信 お よ び 受 信 動 作 を 引 き 続 き 前 記 の 所 定 の タ イ ム ス ロ ッ ト （ ２ １ ） に 維 持
す べ き か 、 ま た は 前 記 の タ イ ム フ レ ー ム （ ２ ０ ） の 残 り の タ イ ム ス ロ ッ ト （ ２ ２ ， ２ ３ ，
２ ４ ） の う ち の １ つ に 換 え る べ き か を 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
妨 害 の 少 な い ま た は 妨 害 の な い タ イ ム ス ロ ッ ト （ ２ １ ， … ， ２ ４ ） を 探 し 出 し た 後 、 前 記
レ ー ダ セ ン サ （ １ ） に よ り 、 当 該 レ ー ダ セ ン サ の つ ぎ の タ イ ム フ レ ー ム （ ２ ０ ） に お け る
送 信 お よ び 受 信 動 作 を 、 タ イ ム フ レ ー ム （ ２ ０ ） 内 で 同 じ 時 間 的 な 位 置 を 有 す る タ イ ム ス
ロ ッ ト （ ２ １ ） に て 行 い 、 測 定 サ イ ク ル 内 の 引 き 続 き の 測 定 に 対 し て 当 該 タ イ ム ス ロ ッ ト
を 維 持 す る ス テ ッ プ と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る
パ ル ス レ ー ダ 法 。
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